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おごり合い、貸し借りによるトラブルが増えています！ 

子ども同士でカードやゲーム、シールの交換や受け渡し

をしたり、お菓子や文房具などのおごり合いをしたりするこ

とによるトラブルがあります。たとえば、「今日お金ないから

貸して」「お金あるからおごってあげる」などのやりとりから

友人関係がこじれる、いじめのきっかけになる可能性があり

ます。 

実際に本校でも、おごり合いをしている事例があります。 

学校でも以下のことを指導していますが、ご家庭でもトラブルを防ぐために、子ど

も達の持ち物（カードやゲームの数や種類など）や所持金（おこづかい等のお金）を

しっかりと把握してください。保護者の方が買い与えてない持ち物（文房具やカード

類）を持っていたり、所持金が急に増えていたりしたら「それ、どうしたの？」などと声

かけをし、話題にしてください。 

冬休みは、いつも以上に子どもたちがお金を手にする機会が増えるかと思います。

より一層こまめなチェックをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

何か困ったことが起こったら、警察・学校へ連絡しましょう。 

中京警察署 ８２３－０１１０   下京警察署 ３５２－０１１０   東洞院交番 ２２１－６９４２ 

富小路交番 ２３１－２４０１   東堀川交番 ２２１－０１５８   高倉小学校 ２１１－８７８４ 

 

○遊びに行くときには、必要のないお金や遊び道具は持っていきません。また、

お金・物の貸し借りや交換、おごり合いなどは絶対にしません。 

○子どもだけでゲームセンターや繁華街などへは行きません。 


